
資料１

住宅確保要配慮者の居住の安定に向けた取組について
－セーフティネット住宅の登録促進－
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１．背景

2

（2017年10月～）

⇒ 要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度がスタート

我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、

住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、

民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が

スタートすることになりました。

新たな住宅セーフティネット制度スタート

※国土交通省ホームページより



１．背景
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セーフティネット住宅

新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度において、

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅

セーフティネット住宅情報提供システム https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

※セーフティネット住宅情報提供システムより



１．背景
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※平成29年国交省告示より

セーフティネット住宅の登録を進めることで、公営住宅と民間賃貸住宅の重層的かつ柔軟な

セーフティネットの構築を目指す

イメージ図

国の目標

住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

※平成28年3月住生活基本計画（全国計画）より

国の施策

※平成28年3月住生活基本計画（全国計画）より

⇒ 「入居制限のない民間賃貸住宅」の戸数を増やしていきたい



Saflanet

（セーフラネット）

開始時期 平成23年4月

登録戸数 587戸（R2.9時点）

運営元 熊本市居住支援協議会

提供エリア 熊本市及び近隣市町村

補助有無 なし

専用住宅 登録住宅

・入居を拒まない ・入居を拒まない

・要配慮者のみ入居対象 ・要配慮者以外も対象

あり：改修費補助（国土交通省直接補助）

要配慮者の

入居への対応
特に制限なし

セーフティネット

平成29年10月

21戸（R2.9時点）

国土交通省

全国

登録基準 特になし

・各戸の床面積が18㎡以上

・耐震性を有する（新耐震基準を満たす）もの

・必要な設備を備えたもの

２．熊本市の現状
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住宅セーフティネットに関わる

民間賃貸住宅

セーフティネット住宅を

増やすための主な取組み

①登録面積の緩和（熊本市）

・熊本市住宅確保要配慮者賃貸住宅

供給促進計画で規模に関する基準の緩和を実施（R2.4～）

②情報提供・訪問活動等（熊本市、熊本市居住支援協議会）

・普及啓発チラシ配布、熊本市ホームページ改修、市政だより掲載

・不動産業者へ登録促進のための訪問活動の実施 R1：57件、R2.9現在：11件

・不動産業者へ登録促進の電話訪問の実施 30件程度

⇒ 各戸の床面積（原則）25㎡以上 → 18㎡以上

※1 Saflanet（セーフラネット）
セーフティ、インフラ、ネットワークの
3つの言葉を組合せて作った造語

※1

※2

※2



２．熊本市の現状
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市営住宅の状況

申請倍率等

・空室 約1,700戸（EV無し高層階の空室が多い）

・EV有り4F以上の入居率93.3％、EV無し4F以上の入居率76.8％ 差16.5㌽

※ 熊本市市営住宅課より

〇市営住宅 約13,000戸（令和2年4月時点）

平均申請倍率

H29(2017) 9.1倍

H30(2018) 6.1倍

R1(2019) 5.6倍

〇募集回数の見直し（平成27年度より）
市営住宅入居希望者への入居の機会及び提供戸数増
〈従 来〉 年２回 → 〈拡 大〉 年４回

〇単身者入居可能住宅の基準緩和（令和元年度より）
高倍率化していた単身者入居可能住宅の基準を緩和
〈従 来〉 3K・3DKは50㎡以下 → 〈緩 和〉 一律55㎡以下

2DK以下は55㎡以下
〈対象者〉 60歳以上の高齢者、障がい者、生活保護受給者等

〇二次募集の開始（令和2年8月より）
市営住宅入居希望者への入居の機会及び提供戸数増
〈従 来〉 定期募集のみ → 〈拡 大〉 定期募集時に空室であった部屋を先着順で供給



３．熊本市の課題
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熊本市における相談

⇒ 住み替えに関する相談に対して、成約率が低い

属性 H30 R1

低額所得者 市営住宅相談者 2,746 2,016

うち成約者数 1,020 511

成約率 37.1% 25.3%

居住支援協議会対応数 456 371

うち成約者数 19 11

成約率 4.2% 3.0%

住居確保給付金相談者 222 170

うち受給者数 7 5

熊本市社会福祉協議会相談者 331 269

うち保障人代行事業利用実績 31 38

ホームレス数

（熊本市生活自立支援センター）

高齢者 居住環境に関する相談（住み替え以外も含む）

（地域包括支援センター）

外国人 外国人の住まいに関する相談

（国際交流事業団）

障がい者 精神障がいの方の近隣トラブルや、家賃、退院等の問題により住み替えが

必要となった事例、住宅改修に関する相談等（障がい保健福祉課）

子育て世帯 ひとり親家庭が民間賃貸住宅を借りる場合の補助はないか（年1,2件）

（子ども支援課等）

75 51

2,662 1,123

ー
48

(9/1～3/31)



３．熊本市の課題
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３．連帯保証人がいない又は連帯保証人に対する不安

１．家賃の支払いに対する不安

６．居室内での死亡により次の入居者が見つからないことへの不安

７．他の入居者や近隣住民とのトラブルに対する不安

５．借り主の死亡時の残置物処理などに対する不安

８．借り主以外の無断同居や無断退去など，ルール違反への不安

２．退去時の敷金等のトラブルへの不安

９．室内の破損や汚損，無断改造など，住宅の使用方法への不安

４．火災や事故の発生などの不安

１０．その他

※ H30熊本市民間賃貸住宅の管理状況等に関するアンケート調査より
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２．家賃債務保証

７．トラブル時の対応

３．身元保証

５．見守り

１０．所得が低い世帯への家賃助成

４．死亡後の事務

６．緊急通報

１１．所得が低い世帯への家賃債務等の保証料助成

１２．賃貸住宅オーナーへのバリアフリー化等の改修支援

１．不動産店への同行、契約等手続きのサポート

９．金銭・財産等の管理

８．家事・食事等の日常の生活支援

１３．その他

（回答数ｎ=101）

（回答数ｎ=101）

オーナーアンケート

・どのような支援策が必要か

・オーナーが入居を断る理由



３．熊本市の課題
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・改修費に関する補助を出してほしい

・家賃が適正に支払われなかった場合の保証を検討してほしい

・孤独死の際の残置物撤去、現状回復に関する保証を検討してほしい

不動産訪問での意見

熊本市内の賃貸住宅（H30）107,900戸　

SN住宅に登録可能な耐震性がある住宅　17,600戸

空室　3,200戸

住宅確保要配慮者が比較的容易に入居できる家賃水準の

民間賃貸住宅　22,000戸

今回のターゲット

セーフティネット住宅に登録可能な民間賃貸住宅

※ 平成29年10月国交省住宅総合整備課 賃貸住宅供給促進計画の検討・策定の手引きより

H30 住宅土地統計調査より

27,800 5,500 900 200 4,400 12,200 5,300 3,400 1,000 300 100

100% 20% 3.2% 0.7% 15.8% 43.9% 19.1% 12.2% 3.6% 1.1% 0.4%

36,400 8,700 1,000 400 1,000 6,300 8,200 10,600 6,300 1,700 900

100% 24% 2.7% 1.1% 2.7% 17.3% 22.5% 29.1% 17.3% 4.7% 2.5%

26,800 2,700 900 100 300 1,400 3,500 7,700 7,500 3,300 2,100

100% 10% 3.4% 0.4% 1.1% 5.2% 13.1% 28.7% 28.0% 12.3% 7.8%

11,300 2,800 1,000 0 100 400 1,300 2,200 2,700 1,600 2,000

100% 25% 8.8% 0.0% 0.9% 3.5% 11.5% 19.5% 23.9% 14.2% 17.7%

5,600 2,300 700 200 200 600 600 600 800 700 1,200

100% 41% 12.5% 3.6% 3.6% 10.7% 10.7% 10.7% 14.3% 12.5% 21.4%

107,900 22,000 4,500 900 6,000 20,900 18,900 24,500 18,300 7,600 6,300

100% 20% 4.2% 0.8% 5.6% 19.4% 17.5% 22.7% 17.0% 7.0% 5.8%

50～69㎡

70～99㎡

100㎡以上

7～8万円

未満

8万円

以上
民間賃貸住宅 総数

最低居住

面積水準

1万円

未満

1～2万円

未満

2～3万円

未満

民営借家

(専用住宅)総数

3～4万円

未満

4～5万円

未満

5～6万円

未満

6～7万円

未満

29㎡以下

30～49㎡

（参考）



４．課題に対応するための新たな取組み（仮）
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国補助制度
（名称）

改修費補助
（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業）

家賃債務保証料補助
（公的賃貸住宅家賃対策調整補助金）

対象住宅 補助申請までにセーフティネット住宅に登録したもの

補助対象者 賃貸住宅オーナー 国登録の家賃債務保証業者
（市内営業25社）

家賃債務保証を行う居住支援法人
（市内2法人）

要件 専用住宅として10年以上管理 入居者は月収15.8万円以下の世帯

補助率
補助額

2／3 （国1／3  市1／3） 100％ （国1／2  市1／2）

①「シェアハウスへの改修」「間取り
変更」「耐震改修」等の場合

・200万円／戸

② 上記以外の工事

・100万円／戸

上限 6万円／戸

（例：保証限度額は月額総賃料の24か月分
保証内容は、月額総賃料・原状回復費・
明渡訴訟費用等）

⇒ 新たな取組みについて意見を頂きたい

借り手にとって利用しやすくするために、貸主側の意見を参考に効果的な制度を検討

→ 住宅セーフティネットとして多くの物件を確保する

※ 国土交通省 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業対象要綱
公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱 より



５．目標達成に向けて
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検証指標

⇒ 上記取組案を実施し、目標を達成したい

住宅セーフティネットに関わる民間住宅の登録物件数

583戸（H30:実績） → 920戸（R5:目標）

＋340戸必要

取組案

〇ビレッジハウス（旧雇用促進住宅）への働きかけ
国土交通省よりビレッジハウスマネジメント（旧雇用促進住宅）の物件が登録可能な旨の
通知を受けており、熊本市内で140戸登録の働きかけを行う

〇新規補助創設
改修費補助・家賃債務保証料補助の新設により、登録増加を目指す

〇啓発活動
Saflanetの物件をセーフティネットへ登録、不動産個別訪問等によりセーフティネット
登録の促進を図り、登録増加



６．他都市状況
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全国状況

※ 国土交通省資料 より


